
 第１章 自然災害及び東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組等 

 

（２）東京電力福島第一原子力発電所事故の影響と復旧・復興に向けた取組 

ア 農業分野における放射性物質対策 

 
図表 1-10  農業分野における放射性物質関連対策の概要                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：東北農政局作成 

 

（検査、農地除染、営農再開及び被災地産食品の販売促進等の対策を実施） 

〇 農業分野における放射性物質関連対策として、農産物の安全確保（放射性セ

シウム濃度の検査等）、農地の除染・汚染物質対策（技術の開発・実証等）、廃棄

物の保管・処理、関連対策（避難区域等における営農再開支援等）及び被災地産

食品の利用・販売について、福島県や関係機関と連携しながら推進しています

（図表 1-10）。 
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 第１章 自然災害及び東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組等 

 

イ 米の安全確保 

 

図表 1-11  米の安全確保 ―米の作付に関する方針、米の作付制限等の対象地域―       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東北農政局作成 

 
 （米の安全確保に向け、きめ細かい検査や作付制限等を実施） 

〇 米の安全確保に向けて、除染、カリ施肥等による吸収抑制対策とともに、き

め細かい検査により、基準値を超過する米が流通しないよう取り組まれています。 

〇 令和２(2020)年産の作付制限等は、「27 年産以降の米の作付等に関する方針」

（平成 27(2015)年２月 27 日）に基づき行われています。 

〇 また、避難指示区域等においては、令和２(2020)年産米の「作付制限」、「農

地保全・試験栽培」、「作付再開準備」及び「全量生産出荷管理」の対象地域が

公表されています。 
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 第１章 自然災害及び東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組等 

 

資料：東北農政局作成 

ウ 果実の安全確保 

 

図表 1-12  果実の安全確保 ―放射性物質の低減対策、放射性物質検査―        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （放射性物質の低減対策や収穫後の検査等を実施） 
〇 果実の安全確保に向けて、放射性物質の低減対策（粗皮削り、樹体洗浄、剪

定・整枝等）とともに、モニタリング検査が継続して行われています。この結

果、令和元(2019)年において基準値を超過する果実は発生していません。 

〇 あんぽ柿については、平成 23(2011)年及び平成 24(2012)年に加工自粛しまし

たが、ＧＡＰの導入、幼果期検査による安全な原料柿の確保やあんぽ柿製品の

出荷前の検査により安全性を確保することにより、平成 25(2013)年から出荷再

開され、出荷量も徐々に回復しておりますが、令和元(2019)年度においては、

台風 19 号の水害等により震災前の約８割に留まりました（図表 1-12）。 
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                 第１章 自然災害及び東日本大震災からの復旧・復興に向けた取組等 

 

エ 畜産物の安全確保 

図表 1-13  畜産物の安全確保                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東北農政局作成 

 

 （基準に沿った飼養管理や放射性物質の移行低減対策等を実施） 

〇 畜産物の安全確保に向けて、食品中の放射性物質の基準値（食肉 100Bq/kg、

牛乳 50Bq/kg）を超えた畜産物が流通しないよう、飼料の暫定許容値が定めら

れ、これに合わせた飼養管理（暫定許容値以下の飼料の給与等）、牧草地の除染

や移行低減対策の推進、牧草等のモニタリング調査等が行われています（図表 

1-13）。 

〇 また、被災３県で除染等が必要だった約３万 3,000ha の牧草地については、

平成 30(2018)年８月までに約９割の約３万 1,000ha の除染等が完了し、急傾斜

地や石礫の多い牧草地でも一部除染等が行われています。 
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